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北陸不動産公正取引協議会 

平成２８年度 事業計画 

 

（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで） 

 

消費者庁より指導の元、全国９地区協議会では統一された「違反処理規程」及び「措置

基準」に基づく違反広告主への対応が厳しく求められていることから、当協議会は規約遵守

の周知を図るため、研修活動等の充実に努めるとともに、協議会事業をより活性化し、不動

産の公正な取引を進展させるように努める。 

また、消費者保護をより一層図り、不動産業界の社会的地位の向上を目指していく。 

以下、平成２８年度の事業計画に基づき、次のとおり実施する。 

 

１ 運営体制の充実 

広告等の事前チェック体制の確保並びに更なる効果的・効率的事業運営のための体制

充実に努める。 

 

２ 諸会議への参加 

消費者庁より規程・措置基準への対応を厳しく求められていることを踏まえ、連合会

幹事会・総会等に参加し、規約運用の諸問題等について情報交換を行う。 

 

３ 規約研修会の開催 

公正競争規約の周知と遵守意識の向上を図るため、各構成団体において規約研修会を

開催する。 

 

４ 広告調査と違反再発防止 

構成６団体の協力を受けて一斉広告調査を実施するとともに、不動産表示規約の周知

と違反再発防止の指導を行う。 

 

５ 広告事前相談の実施 

広告表示・景品企画の事前相談を受付け、規約違反を未然に防止し適正な規約運営に

努める。 

 

６ 公取協活動状況の周知 

一般消費者に対し、当協議会組織・活動状況を「不動産公正取引協議会連合会」のホ

ームページ等を通じて周知する。 

 

７ 関係官庁・諸団体との連携 

関係官庁、他不動産公正取引協議会等との連携を図り規約の統一的解釈、運用に努める。 

 


